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容
一
郎

Ⅰ
．
序　

論

Ⅱ
．「
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
論
（
政
党
内
部
に
お
け
る
変
化
）」
の
再
検
討

Ⅲ
．
保
守
党
党
首
選
挙
制
度
か
ら
見
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威

Ⅳ
．
結　

論

Ⅰ
．
序　

論

近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
従
来
的
な
「
大
統
領
対
議
会
」
と
い
う
図
式
が
崩
れ
、
議
院
内
閣
制
諸
国
で
一
般
的
な
「
与
党
対
野

党
」
の
対
立
状
況
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
関
し
て
も
、
そ
の
変
容
を
指
摘
す
る
見
解
が
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数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
議
院
内
閣
制
諸
国
に
お
け
る
政
治
の
大
統
領
制
化
（presidentialization

）
な

い
し
人
格
化
（personalization

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
近
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
歴
代
首
相
の
な
か
で
も
、
特
に
ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
元
首
相
の
個
人
的
・
人
格

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
相
対
的
に
顕
著
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲

政
史
上
初
と
な
る
三
党
首
テ
レ
ビ
討
論
会
も
実
施
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
流
れ
と
傾
向
は
「
ア
メ
リ
カ

化
」（A

m
ericanization （

1
）

）
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

主
要
民
主
主
義
諸
国
で
見
ら
れ
る
「
政
治
の
大
統
領
制
化
」
に
つ
い
て
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
（T

hom
as P

oguntke

）
や
ウ
ェ
ブ
（P

aul 

W
ebb

）、
あ
る
い
は
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
（R

ichard H
eff ernan

）
ら
に
よ
っ
て
、T

he P
resid

entialization of P
olitics  A

 C
om

parative 

S
tu

d
y of M

od
ern

 D
em

ocracies 

（2005
）
で
詳
細
に
比
較
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
政
治
の
大
統
領
制
化

と
は
「
執
政
府
内
部
お
よ
び
政
党
内
部
で
、
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
と
自
主
性
が
増
大
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
選
挙
過
程
で
、

リ
ー
ダ
ー
の
果
た
す
役
割
や
重
要
性
が
従
来
以
上
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
」
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
院
内
閣
制
の
枠
内
で
内
閣
や

政
党
が
主
体
と
な
る
「
集
団
中
心
型
」
政
治
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
一
人
の
リ
ー
ダ
ー
を
軸
と
し
た
「
個
人

中
心
型
」
政
治
へ
シ
フ
ト
し
て
い
く
傾
向
な
い
し
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、
政
治
の
大
統
領
制
化
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ブ
レ
ア
時
代
に
生
じ
た
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
連
立

政
権
形
成
期
（
二
〇
一
〇
年
頃
）
に
お
け
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
（D

avid C
am

eron
）
保
守
党
党
首
・
首
相
の
事
例
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
先
ず
、T

h
e P

resid
en

tialization
 of P

olitics

の
な
か
で
、
大
統
領
制
化
現
象
に
関
す
る
「
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
」
を
執
筆
し
た
ヘ

フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
の
所
論
の
一
部
（
政
党
内
部
に
お
け
る
変
化
）
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
論
旨
や
問
題
点
な
ど
を
明
ら
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か
に
す
る
。
次
に
、
連
立
政
権
形
成
期
に
見
ら
れ
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
着
目
す
る
。
主
に
「
保
守
党
党
首
選
挙

制
度
」
の
民
主
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
院
内
保
守
党
、
あ
る
い
は
、
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg

）
自
由
民
主
党
（
以
下
、
自

民
党
）
と
の
関
係
な
ど
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
が
大
統
領
制
化
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
近
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
独
自
の
評
価
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ
．「
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
論
（
政
党
内
部
に
お
け
る
変
化
）」
の
再
検
討

⑴　

ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
、
ウ
ェ
ブ
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
論
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
を
主
張
す
る
前
述
の
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
や
ウ
ェ
ブ
ら
の
見
解
に
従
う
と
、
基
本
的
に
は
「
執
政
府
」「
政

党
」
そ
し
て
「
選
挙
過
程
」
と
い
う
三
つ
の
側
面
で
大
統
領
制
化
は
発
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
所
論
を
簡
潔
に
要
約
し

て
み
る
と
、
お
よ
そ
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
議
会
制
民
主
主
義
の
政
治
は
、
従
来
以
上
に
大
統
領
制
の
政
治
に
近
い
論
理
で
動
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
2
）

。
イ
ギ
リ
ス
の
首

相
は
、
も
は
や
単
な
る
「
同
輩
中
の
首
席
」（fi rst am

ong equals
）
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
以
上
に
極
め
て
強
力
な
存
在
で
あ
る
こ
と
も
論
証

で
き
る
。
集
団
主
導
型
執
政
府
を
そ
の
特
徴
と
す
る
議
院
内
閣
制
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
人
格
化
さ
れ
た
権
力
を
首
相
（
与
党
党
首
）

が
行
使
で
き
た
場
合
、
執
政
府
の
形
態
も
相
対
的
に
個
人
主
導
型
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
元
来
、
執
政
府
内

で
の
権
威
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
よ
り
低
か
っ
た
（
イ
ギ
リ
ス
）
首
相
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
権
威
は
拡
大
化
の
方
向
に
大
き
く
進
ん
で
い
く

（
3
）

か
ら
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
大
統
領
的
首
相
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
の
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
と
ブ

レ
ア
の
二
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
年
に
渡
る
一
連
の
累
積
的
構
造
変
化
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
首
相
の
自
由
裁
量
権
が
比
較
的
大
き

い
イ
ギ
リ
ス
議
院
内
閣
制
な
ら
で
は
の
伝
統
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
党
首
の
伝
統
的
な
党
内
権
力
も
増
大
し
た
ほ
か
、
選
挙
過
程
ま
で
人

格
化
し
て
い
っ
た
た
め
、
こ
の
変
化
は
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
と
な
っ
た

（
4
）

。

結
局
の
と
こ
ろ
、「
政
党
党
首
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
次
第
に
中
核

的
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
が
現
代
政
治
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
優

れ
て
い
れ
ば
、
党
首
と
し
て
の
権
力
も
当
然
認
め
て
も
ら
え
る
が
、
そ
れ
は
党
の
欲
し
が
る
公
共
財
、
つ
ま
り
選
挙
で
の
人
気
や
政
策
面

で
の
成
功
を
党
に
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
限
ら
れ
る

（
5
）

」。

イ
ギ
リ
ス
の
現
状
を
、
前
述
し
た
三
つ
の
側
面
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
ず
「
選
挙
過
程
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
政
党
は
そ
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
党
首
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
も
ま
す

ま
す
党
首
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
従
来
以
上
に
候
補
者
中
心
型
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
な
っ
た
の

は
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
テ
レ
ビ
が
全
国
規
模
で
普
及
し
て
い
き
、
階
級
に
基
づ
く
政
治
も
弱
め
ら
れ

て
い
っ
た
。
次
に
「
政
党
」
の
側
面
に
つ
い
て
は
、「
今
日
の
主
要
政
党
党
首
は
、
か
な
り
多
く
の
点
で
、
一
九
八
〇
年
代
当
時
以
上
に

強
い
権
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
し
、
政
党
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
お
い
て
党
首
が
決
定
的
役
割
を
果
た
す
限
り
、
党
首
評

価
の
間
接
的
意
味
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
執
政
府
」
の
側
面
で
は
、

首
相
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
な
「
執
政
オ
フ
ィ
ス
」
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
構
造
的
変
化
を
通
じ
て
従
来
以
上
に
大
規
模
か

つ
一
元
的
に
発
達
し
た
。
そ
の
結
果
、
執
政
府
内
部
で
首
相
の
行
使
で
き
る
潜
在
的
権
力
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
点
が
、
お
そ
ら
く
最

八
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重
要
の
現
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

（
6
）

。

さ
ら
に
同
書
で
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
大
統
領
制
化
に
共
通
す
る
原
因
を
「
構
造
的
要
因
」
と
「
偶
然
的
要
因
」
と
に
区
別
し
た

う
え
で
、
両
者
の
言
わ
ば
関
数
こ
そ
、
政
治
の
大
統
領
制
化
で
あ
る
と
し
た
。
前
者
に
は
「
政
治
の
国
際
化
」「
政
府
機
構
の
拡
張
と
複

雑
化
」「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
そ
し
て
「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
（cleavage

）
の
弱
体
化
」
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者
は

「
政
治
的
文
脈
」
と
「
リ
ー
ダ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
求
め
ら
れ
る

（
7
）

。

多
少
雑
駁
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
、
そ
し
て
ポ
グ
ン
ト
ケ
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
よ
う
な
内
容
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
側
面
の
う
ち
、「
執
政
府
」
そ
し
て
「
選
挙
過
程
」
の
側
面
に
対
す
る
説
明

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い
。

先
ず
「
執
政
府
」
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以
降

「
執
政
府
の
長
が
自
由
に
利
用
で
き
る
資
源
の
増
加
」
が
漸
進
的
に
進
展
し
た
の
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
変
化
は
、
具
体
的
に
は

「
中
央
行
政
機
構
の
発
展
・
変
化
」（
例
え
ば
、
内
閣
府
の
設
置
や
首
相
官
邸
ス
タ
ッ
フ
・
側
近
の
増
強
、
各
種
「
内
閣
委
員
会
」
や
「
特
別
の
大
臣

委
員
会
」
な
ら
び
に
「
首
相
・
大
臣
の
二
者
会
合
」
の
増
加
等
に
伴
う
「
閣
議
」
の
形
骸
化
と
相
対
的
地
位
低
下
）
と
い
う
形
に
な
っ
て
表
れ
た
。

そ
こ
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ
レ
ア
と
い
っ
た
リ
ー
ダ
ー
の
人
格
や
「
上
意
下
達
」
的
統
治
ス
タ
イ
ル
と
い
う
偶
然
的
要
因
が
加
わ
る
こ
と

で
、
執
政
府
内
で
の
首
相
の
権
威
が
従
来
以
上
に
高
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
首
相
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
よ
う

に
振
る
舞
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
な
っ
た
。

次
に
「
選
挙
過
程
」
に
眼
を
向
け
る
と
、
彼
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
け
る
党
首
の
重
要
性
も
確
か
に
増
大
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し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
党
首
の
私
生
活
や
イ
メ
ー
ジ
な
ど
党
首
「
個
人
」
の
動
向
に
注
目
し
や
す
い
テ
レ
ビ
な
ど
、
電

波
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
（
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
）
を
通
じ
て
、
選
挙
そ
の
も
の
が
「
候
補
者
（
個
人
）
中
心
」
型
に
な
っ
て

い
く
の
は
当
然
の
流
れ
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

因
み
に
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ス
タ
イ
ル
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
の
変
化
の
タ
ー
ニ
ン

グ
・
ポ
イ
ン
ト
は
三
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
は
、
テ
レ
ビ
映
り
を
意
識
し
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
現
代

化
・
専
門
化
し
た
と
さ
れ
る
一
九
七
九
年
総
選
挙
時
。
二
つ
目
の
そ
れ
は
、
二
大
政
党
と
も
、
党
首
の
個
人
的
ア
ピ
ー
ル
を
重
視
す
る
新

た
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
こ
と
で
、「
党
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
」
イ
コ
ー
ル
「
党
首
の
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
党
首
効
果
」
次
第

と
い
う
傾
向
が
定
着
し
た
一
九
八
七
年
総
選
挙
の
頃
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ク
リ
ン
ト
ン
（W

illiam
 C

linton

）

陣
営
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ス
タ
イ
ル
か
ら
学
ん
だ
教
訓
を
ブ
レ
ア
労
働
党
が
存
分
に
活
用
し
た
結
果
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
を
地
滑
り
勝
利
に

導
い
た
と
さ
れ
る
一
九
九
七
年
総
選
挙
時
が
そ
れ
で
あ
る

（
8
）

。
い
ず
れ
も
、
現
代
型
メ
デ
ィ
ア
（
テ
レ
ビ
）
重
視
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
、
そ

れ
に
伴
う
「
党
首
イ
メ
ー
ジ
」
が
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
執
政
府
」
お
よ
び
「
選
挙
過
程
」
の
大
統
領
制
化
は
、
中
・
長
期
的
か
つ
構
造
的
な
変
化
を
重

視
す
る
限
り
一
応
説
得
力
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
文
脈
や
リ
ー
ダ
ー
の
個
性
と
い
っ
た
偶
然
的
要
因
次
第
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

「
執
政
府
」
な
ら
び
に
「
選
挙
過
程
」
と
い
う
側
面
で
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
彼
ら
の
主
張
に
も
、
納
得
が
い
く
わ
け

で
あ
る
。

八
七
二
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ギ
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治
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統
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制
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（
渡
辺
）

（
一
三
八
九
）

⑵　
「
政
党
」
内
部
に
お
け
る
大
統
領
制
化
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
は
、「
執
政
府
」
お
よ
び
「
選
挙
過
程
」
の
側
面
と
、
そ
れ
ら

の
変
化
に
関
し
て
は
、
比
較
的
多
く
の
頁
を
使
っ
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
「
政
党
」
の
側
面
と
、
そ
の
変
化
に
関
し
て
は
、

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
分
量
を
割
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
三
つ
の
側
面
に
関
す
る
説
明
の
配
分
が
全
体

と
し
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
感
が
、
ど
う
し
て
も
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
は
「
…
…
（
院
内
政
党
・
院
外
政
党
を
問
わ
ず
）
党
内
関
係
が
原
因
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
も

党
首
の
事
実
上
の
自
主
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
、
大
統
領
制
化
と
い
う
命
題
を
通
じ
て
分
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

（
9
）

」

と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
と
ブ
レ
ア
党
首
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
論
究
の
対
象
と

な
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
関
し
て
は
若
干
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、「
政
党
」
と
い
う
側
面
に
関
す
る
彼
ら
の
「
総
論
的
」

見
解
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
二
つ
の
部
分
か
ら
再
検
討
し
て
み
た
い
。

①　
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
と
党
首
の
重
要
性

政
治
の
大
統
領
制
化
を
引
き
起
こ
す
四
つ
の
構
造
的
要
因
と
し
て
、「
政
治
の
国
際
化
」「
政
府
機
構
の
拡
張
と
複
雑
化
」「
マ
ス
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
そ
し
て
「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
弱
体
化
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
四
つ
の
構
造
的
諸
要
因
が
「
政
治
的
文
脈
」
と
「
リ
ー
ダ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
偶
然
的
要
因
に
左
右
さ
れ
た

結
果
、
既
述
の
三
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
「
執
政
府
」
内
部
、「
政
党
」
内
部
、「
選
挙
過
程
」
全
般
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

「
大
統
領
制
化
」
と
呼
ば
れ
る
形
で
発
現
す
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
統
領
制
化
が
発
現
す
る
そ
れ
ら
三
つ
の
側
面
は
相
互
関
連
性
を

も
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
選
挙
過
程
で
表
れ
た
大
統
領
制
化
が
、
そ
れ
以
外
の
執
政
府
内
部
お
よ
び
政
党
内
部
で
の
変
化
・
大
統
領
制
化

八
七
三
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に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
そ
の
逆
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
の
所
論
に
従
う
と
、
偶
然
的
要
因
に
影
響
さ
れ
つ
つ
も
、「
政
党
」
内
部
の
大
統
領
制
化
を
直
接
促
す
「
構
造
的
要
因
」
は
、
上

記
の
四
つ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
テ
レ
ビ
の
普
及
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
画
像
の
発
達
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構

造
の
変
化
」
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
執
政
府
」
内
部
で
の
変
化
（
大
統
領
制

化
）
と
「
選
挙
過
程
」
全
般
の
変
化
（
大
統
領
制
化
）
を
通
じ
て
、「
政
党
」
内
部
に
お
け
る
党
首
の
権
威
や
権
力
資
源
、
あ
る
い
は
自
主

性
な
ど
が

│
ア
メ
リ
カ
大
統
領
並
み
に

│
増
大
す
る

（
10
）

と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
雑
誌
な
ど
を
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
扱
う
メ
デ
ィ
ア
側
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
民
の
間
で
人
気
の
高
い
党
首
や
首
相
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
で
、
視
聴
率
や
購
読
者
数
が
上
昇
す
る
可
能
性
も
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
理
論
的
に
も
実
際
面
で

も
、
ま
す
ま
す
リ
ー
ダ
ー
「
個
人
」
主
導
型
の
政
治
運
営
に
見
え
や
す
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
政
治
の
大
統
領
制
化
も
主
張
し

や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
少
疑
問
も
残
る
。
例
え
ば
、
近
年
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ
レ
ア
、
あ
る
い
は
、
元
労
働
党

党
首
キ
ノ
ッ
ク
（N

eil K
innock

）
な
ど
一
部
の
ケ
ー
ス
に
は
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
「
首
相
」
で
も
メ
ー
ジ
ャ
ー
（John 

M
ajor

）
や
ブ
ラ
ウ
ン
（G

ordon B
row

n

）
の
ケ
ー
ス
に
ま
で
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
政
治
の

大
統
領
制
化
」
と
言
っ
て
も
、
評
価
し
た
り
分
析
し
た
り
す
る
側
の
主
観
が
比
較
的
入
り
や
す
く
、
し
か
も
実
際
は
〝
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・

ケ
ー
ス
〞
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
個
性
や
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
得
る
か
ど

う
か
と
い
う
「
偶
然
的
要
因
」
に
左
右
さ
れ
や
す
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
適
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 八

七
四
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一
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②　
「
選
挙
過
程
」
に
お
け
る
党
首
の
重
要
性
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
二
大
政
党
に
お
い
て
「
党
首
」
の
位
置
づ
け
や
権
力
が
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
原
因
は
、
選
挙
上
の
要
請
に
よ

る
部
分
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
挙
に
勝
利
を
収
め
て
政
権
を
獲
得
し
た
り
維
持
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

「
党
首
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
党
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
ほ
う
が
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
現
代
イ
ギ

リ
ス
主
要
政
党
活
動
の
中
核
が
、
も
は
や
「
党
員
」
で
は
な
く
「
党
首
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

う
し
た
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
総
選
挙
な
ど
に
お
い
て
、
こ
の
現
職
「
党
首
」
の
下
で
勝
利
し
続
け
る
限
り
、
必
然
的
に
党
首
の
権
力
や
自

主
性
も
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

（
11
）

。
構
造
的
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
異
論
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
特
殊
な
「
政
治
的
文
脈
」
の
な
か
で
個
性
的
な
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
も
つ
リ
ー
ダ
ー
」
が
登
場
す
る
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
に
主
要
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
が
集
ま
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
、

ブ
レ
ア
両
元
首
相
の
事
例
と
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ン
両
元
首
相
の
事
例
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
レ
ア
時

代
に
保
守
党
党
首
を
務
め
て
い
た
ヘ
イ
グ
（W

illiam
 H

ague

）
や
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

）、
あ
る
い
は
、
ハ
ワ
ー
ド

（M
ichael H

ow
ard

）
各
党
首
の
動
向
に
対
す
る
当
時
の
主
要
メ
デ
ィ
ア
の
取
り
扱
い
や
注
目
度
、
そ
れ
に
伴
う
保
守
党
支
持
や
総
選
挙
結

果
の
低
迷
ぶ
り
（
一
九
九
七
年
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
五
年
各
総
選
挙
三
回
連
続
敗
北
）
を
見
て
も
、
ほ
ぼ
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
彼
ら
の
「
総
論
的
」
見
解
を
イ
ギ
リ
ス
の
実
際
の
事
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
と
、
大
統
領
制
化
の
中
・
長
期
的

な
構
造
的
要
因
に
関
し
て
は
、
理
論
上
大
き
な
問
題
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
政
党
」
内
部
の
変
化
や
、
政
党
と
い
う

側
面
か
ら
見
た
「
党
首
」
な
い
し
「
首
相
」
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
偶
然
的
要
因
に
も
か
な
り
左
右
さ
れ
る
し
、
政
治
的
文
脈
や

リ
ー
ダ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
次
第
で
、
大
統
領
（
制
）
的
に
見
え
た
り
見
え
な
か
っ
た
り
す
る
可
能
性
も
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。

八
七
五
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そ
こ
で
今
度
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
の
事
例
を
ポ
グ
ン
ト
ケ
や
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
、
ウ
ェ
ブ
の
「
各
論
的
」
見
解
と
照
ら
し
合
わ
せ
な

が
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
具
体
的
に
ど
の
程
度
ま
で
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
的
リ
ー
ダ
ー
」
に
近
づ
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

Ⅲ
．
保
守
党
党
首
選
挙
制
度
か
ら
見
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威

「
政
党
」
の
側
面
で
見
ら
れ
る
「
大
統
領
制
化
」
の
一
般
的
指
標
な
い
し
基
準
と
し
て
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
以
下
の
六
つ
の

諸
要
素
・
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
党
内
で
の
党
首
権
力
（
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
に
関
し
て
、

ⓐ　

党
規
の
改
正
に
よ
っ
て
、
党
首
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
が
増
大
す
る
こ
と

ⓑ　

党
首
直
接
選
挙
が
制
度
化
し
て
い
く
こ
と

ⓒ　

資
金
お
よ
び
人
事
面
で
党
首
事
務
局
が
発
達
す
る
こ
と

ⓓ　

党
綱
領
と
は
別
の
「
綱
領
」
を
党
首
が
自
主
的
に
作
る
能
力
が
発
達
す
る
こ
と

ⓔ　

政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
政
治
動
員
の
場
で
国
民
投
票
モ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と

（
党
首
が
、
党
内
活
動
家
や
派
閥
の
領
袖
た
ち
と
の
接
触
以
上
に
、
地
方
「
草
の
根
」
党
員
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
い
る

か
ど
う
か
）

ⓕ　

最
古
参
の
政
党
政
治
家
で
な
い
人
物
が
党
首
選
挙
で
主
要
候
補
者
に
な
る
な
ど
、
そ
の
人
物
に
人
格
化
さ
れ
た
信
頼
が
あ
る
こ
と

（
12
）

八
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先
ず
、
本
章
で
は
、
特
に
重
要
な
い
く
つ
か
の
指
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
保
守
党
の
事
例
を
な
る
べ
く
具
体
的
に
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
因
み
に
、
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
な
る
重
要
な
指
標
は
、
ⓐ
、
ⓑ
、
ⓕ
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
な
り
の
評
価
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
章
で
検
討
し
な
い
（
で
き
な
い
）
残
り
の
三
つ
、
す
な
わ
ち
ⓒ
、
ⓓ
、
ⓔ
に
つ
い
て
も
予
め
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
先
ず

ⓒ
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
事
務
局
の
発
達
を
明
確
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
保
守
党
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
事
務
局
が
存
在

し
な
く
て
も
伝
統
的
に
幅
広
い
人
事
権
等
が
党
首
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ⓓ
に
つ
い
て
も
、
一
八
三
五
年
総
選
挙
運
動
中
、
当
時
の

首
相
ピ
ー
ル
（R

obert P
eel

）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
全
国
向
け
に
公
表
さ
れ
た

│
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

さ
れ
る

│
「
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
」（the T

am
w
orth M

anifesto

）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
能
力
な
い
し
権
限
は
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
元
来
、
リ
ー
ダ
ー
（
首
相
）
固
有
の
特
権
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
し
て
ⓔ
に
つ
い
て
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
を
例
外
と
し
て
、

歴
代
の
保
守
党
党
首
は
、
基
本
的
に
こ
う
い
う
も
の
を
積
極
的
に
利
用
し
た
り
重
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。

で
は
、
順
番
ど
お
り
で
は
な
い
が
、
ⓕ
「
最
古
参
の
政
党
政
治
家
で
な
い
人
物
が
党
首
選
挙
で
主
要
候
補
者
に
な
る
な
ど
、
そ
の
人
物

に
人
格
化
さ
れ
た
信
頼
が
あ
る
こ
と
」
か
ら
早
速
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴　

党
首
就
任
年
齢
の
若
年
化
と
党
首
就
任
の
早
期
化

「
人
格
化
さ
れ
た
信
頼
」
が
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
あ
る
種
の
カ
リ
ス
マ
的
魅
力
を
備
え
た
人
物
と
し
て
公
選
党
首
に
就
任
し
た

事
例
は
、
ブ
レ
ア
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
は
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
場
合
、
党
首
就
任
当
時
は
「
主

要
閣
僚
経
験
が
な
い
」
こ
と
と
、「
女
性
」
と
い
う
点
で
注
目
を
集
め
た
が
、
む
し
ろ
一
九
八
二
年
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
勝
利
と
、

そ
れ
に
伴
う
一
九
八
三
年
総
選
挙
で
の
連
続
勝
利
を
経
て
、
よ
う
や
く
本
人
に
カ
リ
ス
マ
的
存
在
感
や
党
内
権
威
が
生
じ
た
と
も
言
え
る

八
七
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の
で
あ
る
。
表
1
、
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
事
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、（
一
九
六
五
年
以
降
）
党
首
公
選
制
が
導
入
さ
れ
た
現
在
で

は
、
ベ
テ
ラ
ン
政
治
家
や
老
練
な
議
会
人
で
な
く
て
も
、
大
衆
的
人
気
が
あ
っ
た
り
、
党
内
か
ら
一
定
の
支
持
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
党
首

選
挙
に
立
候
補
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
や
キ
ャ
リ
ア
に
関
係
な
く
、「
若
手
」
も
し
く
は
当
選
回
数
一
〜
二
回
で
も
党

首
に
就
任
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
、
こ
う
し
た
要
素
が
画
期
的
か
つ
現
代
的
な
現
象
と
言
え
る
の
は
、
首
相
つ
ま
り
党
首
と
い
う
も
の
は
、
元
来
、

豊
富
な
議
員
歴
や
閣
僚
経
験
な
ど
を
も
っ
た
比
較
的
高
齢
で
ベ
テ
ラ
ン
議
会
人
の
最
終
目
標
、
双
六
で
言
え
ば
、
一
種
の
「
あ
が
り
」
的

な
地
位
・
役
職
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
政
治
家
と
し
て
の
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
政
治
小
説
『
め
ざ
せ
ダ
ウ
ニ
ン

グ
街
一
〇
番
地
』
の
な
か
で
、
そ
の
原
作
者
の
ア
ー
チ
ャ
ー
（Jeff rey A

rcher

）
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
党
首
の
一
般
的
経
歴

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

「（
両
党
首
は
）
と
も
に
一
九
六
四
年
に
下
院
入
り
を
果
た
し
、
二
十
五
年
間
の
下
院
議
員
歴
の
な
か
で
輝
か
し
い
経
歴
を
築
き
あ
げ
て
い

た
。
両
者
合
わ
せ
て
貿
易
、
国
防
、
外
務
、
大
蔵
の
各
大
臣
を
歴
任
し
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
党
の
党
首
に
選
ば
れ
て
い
た

（
14
）

」。

し
か
し
な
が
ら
表
1
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
現
在
で
は
、
一
九
六
五
年
の
党
首
選
挙
制
度
導
入
や
、
一
九
九
四
年
に
お
け
る
労
働
党

で
の
「
一
党
員
、
一
票
」
制
度
（one m

em
ber, one vote

、
以
下
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
）
採
用
な
ど
に
よ
っ
て
、
比
較
的
若
く
、
議
員
歴
や
主
要

閣
僚
経
験
の
浅
い
人
物
で
も
党
首
に
就
任
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
閣
内
で
も
比
較
的
「
軽

八
七
八
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表
1
　
保
守
党
歴
代
党
首
（
1935～

2013年
）

党
首
就
任
ま
で
の
議
員
歴
（
年
）

党
首
就
任
時
の
年
齢
（
歳
）

党
首
在
職
期
間
（
年
）

ボ
ー

ル
ド

ウ
ィ

ン
（

1923～
37）

15
55

14

ネ
ヴ

ィ
ル

・
チ

ェ
ン

バ
レ

ン
（

1937～
40）

19
68

　3

チ
ャ

ー
チ

ル
（

1940～
55）

38
66

15

イ
ー

デ
ン

（
1955～

57）
31

58
　2

マ
ク

ミ
ラ

ン
（

1957～
63）

30
62

　7

ダ
グ

ラ
ス

＝
ヒ

ュ
ー

ム
（

1963～
65）

15
60

　2

＜
以
下
、
旧
党
首
選
挙
制
度
（
党
下
院
議
員
の
み
の
秘
密
投
票
）
に
基
づ
く
公
選
党
首
＞

ヒ
ー

ス
（

1965～
75）

15
49

10

サ
ッ

チ
ャ

ー
（

1975～
90）

15
49

15

メ
ー

ジ
ャ

ー
（

1990～
97）

11
47

　6

ヘ
イ

グ
（

1997～
01）

　8
36

　4

＜
以
下
、
現
行
党
首
選
挙
制
度
（
党
下
院
議
員
投
票
で
の
候
補
者
絞
り
込
み
⇨
1
党
員
1
票
の
上
位
2
名
決
選
投
票
）
に
基
づ
く
公
選
党
首
＞

ダ
ン

カ
ン

ス
ミ

ス
（

2001～
03）

　9
47

　2

ハ
ワ

ー
ド

（
2003～

05）［
無

投
票

当
選

］
［

41
62

　2
］

キ
ャ

メ
ロ

ン
（

2005～
　

）
　4

39
─

出
典

　
D
ennis K

avanagh, B
ritish

 P
olitics, fourth edition, 2000, p. 104な

ど
に

基
づ

き
作

成
。
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い
」
と
さ
れ
る
教
育
・
科
学
相
程
度
の
大
臣
経
験
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
現
職
党
首
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
に

挑
戦
し
、
一
九
七
五
年
党
首
選
挙
で
勝
利
を
収
め
た
。
ブ
レ
ア
の
場
合
、
労
働
党
党
首
就
任
前
に
経
験
し
た
影
の
大
臣
ポ
ス
ト
は
、
重
要

な
野
党
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
除
け
ば
、
影
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
相
、
影
の
雇
用
相
、
影
の
内
相
程
度
で
あ
る
（
つ
ま
り
閣
僚
経
験
が
な
い
）。
そ

し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
至
っ
て
は
、
野
党
時
代
に
影
の
教
育
・
技
能
相
程
度
し
か
経
験
せ
ず
、
当
選
回
数
わ
ず
か
二
回
で
党
首
選
挙
に
勝
利

を
収
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
や
は
り
党
下
院
議
員
や
党
員
に
よ
る
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
ⓑ
の
党
首
直
接
選
挙
の
制
度
化
が
大
き

な
役
割
の
一
つ
を
果
た
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
要
因
と
し
て
は
、
近
年
著
し
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
選
挙
に

勝
つ
こ
と
を
何
よ
り
優
先
す
る
「
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
化
」（
Ａ
．
パ
ー
ネ
ビ
ア
ン
コ
）
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
述
の
「
選
挙
過
程
」
や
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
が
、
こ
こ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と

推
察
す
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
ⓐ
「
党
規
の
改
正
に
よ
っ
て
、
党
首
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
が
増
大
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
導
入
に
も
直
接
関
係
す
る
、
保
守
党
に
お
け
る
ⓑ
「
党
首
直
接
選
挙
が
制
度
化
し
て
い
く
こ
と
」

（
一
九
九
八
年
）
の
真
の
目
的
と
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑵　

一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
党
内
改
革
と
党
首
選
挙
制
度
の
重
要
性

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
変
化
に
つ
い
て
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
は
、
党
員
へ
の
党
首
選
挙
権
付
与
に
象
徴
さ
れ
る
「
党
内
民
主
化
」

に
注
目
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
大
敗
北
直
後
の
メ
ー
ジ
ャ
ー
党
首
・
首
相
引
責
辞
任
に
伴
い
、
一
九
九
七
年
党

首
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
ヘ
イ
グ
新
党
首
（
当
時
）
の
党
内
改
革
の
内
容

│
一
九
九
八
年
保
守
党
刊
行
の
冊
子
『
新
し
い
未
来
』（F

resh
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F
u

tu
re

）

│
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
党
内
改
革
（
民
主
化
）
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

「『
新
し
い
未
来
』
で
提
案
さ
れ
た
改
革
内
容
は
、
一
九
九
八
年
三
月
、
党
員
た
ち
の
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
統
一
さ

れ
成
文
化
さ
れ
た
党
規
約
が
初
め
て
保
守
党
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
し
い
党
規
約
の
内
容
で
最
も
著
し
い
特
徴
の
一
つ

は
、
選
挙
区
協
会
の
法
的
自
主
性
が
失
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
党
組
織
お
よ
び
党
資
金
に
関
し
て
保
守
党
選
挙
区
協
会
は
、
今
や
多
く
の

点
で
党
中
央
の
権
威
に
正
式
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
従
来
の
伝
統
を
根
本
か
ら
否
定
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

（W
ebb 2000: C

h. 7

）。
政
策
決
定
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
年
次
党
大
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
会

議
は
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
て
も
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
党
首
こ
そ
党
政
策
の
完
全
な
る
源
泉
だ
と
い

う
伝
統
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
他
方
で
、
保
守
党
の
地
方
組
織
・
党
員
は
、
議
員
候
補
者
選
考
に
関
し
て
長
年
保
持
し
て
き
た
そ
の
独

立
的
地
位
の
多
く
を
手
放
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
党
員
に
は
、
欧
州
議
会
選
挙
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
議
会
選
挙
・
ロ
ン
ド
ン
市
議

会
選
挙
・
ロ
ン
ド
ン
市
長
選
挙
で
の
候
補
者
選
考
権
す
ら
、
新
た
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（C

onservative P
arty 

1998: 22-3 （
15
）

）」。

保
守
党
内
民
主
化
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
文
字
ど
お
り
「
保
守
」
的
な
党
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
狙
い
も
垣
間
見

ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
党
首
を
中
心
と
し
た
党
全
体
の
中
央
集
権
的
構
造
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
と
い
う
印
象
も
受
け
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
党
規
改
正
を
通
じ
て
、
ⓐ
の
党
首
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
が

│
保
守
党
の
場
合
、
従
来
以
上
に

│
増
大
し

た
の
か
ど
う
か
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
も
認
め
る
よ
う
に
、
保
守
党
内
政
策
決
定
と
い
う
重
要
な
部
分
は
、
ほ

八
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と
ん
ど
民
主
化
し
て
お
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
「
党
首
」
と
そ
の
側
近
、
そ
し
て
「
一
部
の
幹
部
議
員
（
閣
僚
級
の
議
員
、
野
党
時
は
「
影
の

内
閣
」
の
メ
ン
バ
ー
）」
の
専
権
事
項
の
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
保
守
党
党
首
の

│
相
対
的
に
常
に
大
き
い

│
戦

略
的
自
主
性
や
党
エ
リ
ー
ト
議
員
の
そ
れ
は
、
従
来
ど
お
り
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残
っ
て
い
る

（
16
）

」
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
し
、
そ
の
ほ
う
が

確
か
に
無
難
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
改
革
を
通
じ
て
保
守
党
党
首
選
挙
権
が
初
め
て
党
員
に
与
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
の
導
入

に
伴
う
ⓑ
の
党
首
直
接
選
挙
の
制
度
化
が
実
現
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
の
主

張
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
観
察
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
そ
の
新
し
い
党
首
選
挙
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
現
職
党
首
降
ろ
し
が
従
来
以
上
に
や
り
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
点
（
傍
線
引
用
者
）

も
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
現
職
党
首
へ
の
挑
戦
は
保
守
党
下
院
議
員
か
ら
一
〇
％
の
支
持
を
集
め
れ
ば
実
行

可
能
だ
っ
た
の
に
、
今
で
は
、
先
ず
、
露
骨
な
党
首
不
信
任
投
票
が
実
施
さ
れ
、
続
い
て
、
党
下
院
議
員
の
少
な
く
と
も
一
五
％
以
上

の
人
た
ち
が
一
九
二
二
年
委
員
長
宛
て
に
書
面
で
党
首
選
挙
実
施
を
要
求
し
な
い
限
り
、
投
票
そ
れ
自
体
が
実
施
さ
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
〇
三
年
秋
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
降
ろ
し
と
い
う
事
実
を
見
れ
ば
、
こ
れ
が
不
可
能
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が

（
17
）

」。

表
2
の
「
旧
・
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
」
と
、
表
3
の
「（
民
主
化
さ
れ
た
）
現
行
・
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
」（
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
）
と
を

比
較
し
た
場
合
、
確
か
に
数
字
の
面
で
は
、
現
職
党
首
に
挑
戦
す
る
う
え
で
の
「
敷
居
」
が
、
従
来
以
上
に
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も

八
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ギ
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政
治
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大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
三
九
九
）

見
え
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
改
革
（
党
首
選
挙
権
の
民
主

化
等
）
に
基
づ
く
党
首
選
挙
制
度
の
修
正
内
容
は
、

「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
」
内
で
の
「
党
首
」
の
権
威

や
権
力
資
源
、
あ
る
い
は
自
主
性
の
増
大
が
本
物

な
の
か
考
察
す
る
う
え
で
、
さ
ら
に
は
、
同
制
度

を
通
じ
て
選
出
さ
れ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
大
統

領
化
を
検
討
す
る
う
え
で
も
、
一
つ
の
試
金
石
に

な
る
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
通
じ
て
、
現
在
の
保
守
党
内
部
に
お
け
る

「
党
首
」
の
位
置
づ
け
を
「
党
下
院
議
員
た
ち

（
院
内
保
守
党
）」
と
の
関
係
か
ら
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
党
首
選

挙
制
度
「
設
計
者
」
の
思
惑
を
上
記
の
諸
規
定
か

ら
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
度
が
党
首

に
と
っ
て
真
の
権
力
資
源
に
な
り
得
る
の
か
ど
う

表 2　旧・保守党党首選挙規定（1965～1997年）保守党下院議員のみの秘密投票

党下院議員 2 名（1990年以降、その氏名を公表）の

推薦を必要とする。以下、⑵以降と同じ。

（1975年まで、現職党首への挑戦に関する規定なし）

⑴ 　形式上（1975年以来）毎年実施となっているが、実際は（1991年以降）党

下院議員の10％（その氏名は公表されない）1が、1922年委員長宛てに書面

で党首選挙実施を要求した場合のみ実施される。

⑵ 　候補者が 2 名以上の場合、党下院議員は所属する選挙区協会（党員）と協

議したのち、 1 党員 1 票で秘密投票実施。

⑶　第 1 回投票 → 第 2 位の候補者に15％以上リードして過半数を得た候補者2

を党首に選出。

⑷　第 2 回投票 → 該当者がいない場合実施。ここからの立候補も可3。過半

数を獲得した候補者4を党首に選出。

⑸　第 3 回投票 → 該当者がない場合実施。ここからの立候補は不可。1991年

までは、第 2 回投票上位 3 名での決選投票実施。1991年以

降は第 2 回投票上位 2 名での決選投票実施。同点の場合、

4 回目を実施。

出典 　Thomas Quinn, “Leasehold or Freehold ?  Leader-Eviction Rules in 

British Conservative and Labour Parties”, Political Studies, 53-4, 2005, pp. 

809-810.

空席が生じた場合

現職に挑戦する場合
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）

（
一
四
〇
〇
）

表
3
　
現
行
・
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
（
1998年

～
　
）

保
守

党
下

院
議

員
の

み
の

秘
密

投
票

　
お

よ
び

　
1
党

員
1
票

に
よ

る
郵

便
投

票

（
現

職
党

首
の

死
去

・
辞

任
に

伴
い

空
席

が
生

じ
た

場
合

と
、

党
首

不
信

任
投

票
5が

成
立

し
た

場
合

の
み

実
施

さ
れ

る
）

党
首

不
信

任
投

票

・
 党

下
院

議
員

の
15％

（
そ

の
氏

名
は

内
輪

で
の

み
明

ら
か

と
な

る
）

6の
要

求
が

あ
っ

た
場

合
、

1922年
委

員
長

宛
て

に
党

首
不

信
任

投
票

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
で

き
、

党
首

も
自

ら
の

意
思

で
信

任
投

票
を

呼
び

か
け

る
こ

と
が

で
き

る
7。

・
毎

年
実

施
す

る
と

し
て

い
た

旧
規

定
は

廃
止

。
代

わ
り

に
、

い
か

な
る

と
き

で
も

不
信

任
動

議
の

提
出

は
可

能
8。

・
 15％

の
敷

居
が

ク
リ

ア
で

き
た

場
合

、
あ

る
い

は
、

党
首

が
投

票
を

呼
び

か
け

た
場

合
、

党
首

不
信

任
動

議
は

党
下

院
議

員
の

投
票

に
付

さ
れ

る
。

秘
密

投
票

に
よ

っ
て

党

首
不

信
任

賛
成

票
が

過
半

数
と

な
っ

た
場

合
、

党
首

の
敗

北
と

な
る

。

・
 党

首
が

勝
っ

た
場

合
、

そ
の

後
1
年

間
は

党
首

選
挙

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

9。
党

首
が

敗
れ

た
場

合
、

党
首

は
辞

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

引
き

続
き

新
党

首
選

挙
実

施
が

告
示

さ
れ

る
。

不
信

任
投

票
で

敗
北

し
た

現
職

党
首

は
、

そ
の

党
首

選
挙

に
は

立
候

補
で

き
な

い
10。

党
首

選
挙

⑴
　

立
候

補
予

定
者

は
、

期
日

ま
で

に
立

候
補

を
表

明
し

、
支

援
者

と
し

て
2
名

の
党

下
院

議
員

（
そ

の
氏

名
は

公
表

さ
れ

る
）

11を
集

め
る

。

・
立

候
補

者
が

1
名

し
か

い
な

い
場

合
は

、
無

投
票

当
選

と
な

る
。

・
立

候
補

者
が

2
名

の
場

合
は

、
コ

ン
テ

ス
ト

は
そ

の
ま

ま
党

員
に

よ
る

「
1
党

員
1
票

」
で

行
わ

れ
る

（
以

下
、

⑶
を

参
照

）。

⑵
　

立
候

補
者

が
2
名

以
上

の
場

合
は

、
候

補
者

が
上

位
2
名

に
絞

り
込

ま
れ

る
ま

で
、

党
下

院
議

員
に

よ
る

一
連

の
投

票
が

順
次

実
施

さ
れ

る
。

・
 各

議
員

は
各

投
票

で
1
名

の
候

補
者

に
投

票
し

、
最

下
位

の
結

果
に

終
わ

っ
た

候
補

者
か

ら
順

次
除

外
さ

れ
て

い
く

。
獲

得
票

が
同

数
だ

っ
た

場
合

は
、

再
投

票
が

実
施

さ
れ

る
。

・
候

補
者

が
2
名

に
絞

り
込

ま
れ

る
ま

で
、

一
連

の
投

票
が

実
施

さ
れ

る
（

投
票

日
は

、
毎

週
火

曜
日

と
木

曜
日

）。

⑶
 　

勝
ち

残
っ

た
上

位
2
名

の
候

補
者

に
対

し
、

個
々

の
党

員
が

「
1
党

員
1
票

」
の

郵
便

投
票

を
行

う
。

コ
ン

テ
ス

ト
は

2
か

月
に

渡
っ

て
行

わ
れ

12、
過

半
数

を
獲

得
し

た
候

補
者

が
当

選
者

と
な

る
。

出
典

 　
T
hom

as Q
uinn, “L

easehold or F
reehold ?  L

eader-E
viction R

ules in B
ritish C

onservative and L
abour P

arties”, P
olitical 

S
tu

d
ies, 53-4, 2005, pp. 809-810.
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察
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辺
）

（
一
四
〇
一
）

か
も
、
あ
る
程
度
分
か
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

⑶　

現
行
党
首
選
挙
制
度
の
本
質
と
真
の
狙
い

「
そ
の
新
し
い
党
首
選
挙
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
現
職
党
首
降
ろ
し
が
従
来
以
上
に
や
り
に
く
く
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
は
、
既
述

の
と
お
り
、
現
職
党
首
に
挑
戦
状
を
た
た
き
つ
け
る
の
に
必
要
な
「
自
分
の
味
方
」
を
集
め
る
た
め
の
条
件
「
一
〇
％
」（
旧
規
定
）
が

「
一
五
％
」（
現
行
規
定
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
現
職
党
首
不
信
任
投
票
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
も
、
過

半
数
の
不
信
任
票
が
集
ま
ら
な
い
限
り
、
事
実
上
現
職
党
首
を
「
辞
め
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
べ
き
か
、
当
初
保
守
党
下
院
議
員
た
ち
の
間
に
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
保
守
党
一
般
議
員
の
意
見
や
利
益
を
代
表
し
、
党
首
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
そ
れ
を
事
実
上
管
理
す
る
保
守
党
内
機
関
「
一
九
二
二

年
委
員
会
」
は
、
一
九
九
八
年
一
月
、
ど
の
よ
う
な
方
式
に
す
る
か
決
め
る
た
め
、
党
下
院
議
員
に
よ
る
投
票
実
施
を
呼
び
か
け
た
。

ク
イ
ン
（T

hom
as Q

uinn

）
に
よ
れ
ば
、
現
職
党
首
不
信
任
投
票
制
度
導
入
も
含
め
た
現
行
党
首
選
挙
制
度
（
表
3
）
導
入
と
、
そ
の
内

容
全
般
に
つ
い
て
は
、
保
守
党
下
院
議
員
の
ほ
と
ん
ど
が
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
導
入
に
関
す
る
賛
否
投
票
を
行
っ
た
一
般
党

員
の
九
割
以
上
が
賛
成
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
現
職
党
首
不
信
任
投
票
制
度
は
、
党
下
院
議
員
が
強
く
望
ん
だ
た
め

導
入
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
毎
年
党
首
選
挙
が
行
え
る
と
し
て
い
た
旧
規
定
は
、
党
首
を
動
揺
さ
せ
た
り
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
不
安
定
に
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
過
去
の
教
訓
に
基
づ
き
除
外
さ
れ
た
。
た
だ
、
ヘ
イ
グ
党
首
と
党
下
院
議
員
と
の
間
で
唯
一

大
き
な
論
争
と
な
っ
た
の
は
、
前
述
し
た
「
党
首
不
信
任
投
票
を
可
能
に
す
る
た
め
の
敷
居
」
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
ヘ
イ
グ
は
当
然
こ

の
敷
居
を
も
っ
と
高
く
す
る
よ
う
望
ん
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
党
下
院
議
員
た
ち
の
意
見
は
割
れ
た
。
一
九
二
二
年
委
員
会
が

「
二
〇
％
」
と
い
う
数
字
を
提
案
し
よ
う
と
し
た
際
に
一
部
の
議
員
た
ち
が
造
反
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
翌
日
、「
一
五
％
」

八
八
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（
一
四
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二
）

と
い
う
案
が
提
案
さ
れ
、
拍
手
で
も
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
い
う

（
18
）

。
こ
の
一
五
％
と
い
う
敷
居
が
、
党
首
と
党
下
院
議
員
た
ち
と
の
妥
協
の

産
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

党
首
不
信
任
投
票
制
度
の
導
入
、
現
職
党
首
へ
の
挑
戦
を
可
能
に
す
る
敷
居
の
一
〇
％
か
ら
一
五
％
へ
の
引
き
上
げ
、
さ
ら
に
、
年
次

コ
ン
テ
ス
ト
実
施
条
項
撤
廃
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
ら
の
言
う
よ
う
に
、
保
守
党
内
に
お
け
る
「
党
首
」
の
権
威
や
自
主

性
が
一
層
高
ま
っ
た
と
考
え
て
み
た
く
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
守
党
に
お
け
る
党
首
の
権
力
資
源
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
結
果
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
現
象
も
進
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
論
理
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
八
年
改
革
（
党
内
民
主
化
）
の
真
相
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
話
で
は
な
い
こ
と
も

分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
旧
規
定
（
表
2
）
の
下
線
部
2
、
3
お
よ
び
4
を
見
て
み
よ
う
。「
第
一
回
投
票
で
、
第
二
位
の
候
補
者
に
一
五
％
以
上
リ
ー

ド
し
て
過
半
数
を
得
な
け
れ
ば
当
選
と
せ
ず
」「
該
当
者
が
い
な
い
場
合
、
第
二
回
投
票
か
ら
の
立
候
補
も
認
め
、
今
度
は
過
半
数
を
獲

得
す
れ
ば
当
選
と
す
る
」
と
い
う
規
定
は
奇
妙
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
う
し
た
複
雑
な
規
定
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
ら
は
、
事

実
上
一
九
七
五
年
当
時
の
現
職
党
首
ヒ
ー
ス
を
降
ろ
す
不
信
任
投
票
の
代
替
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
当
時
、
不

人
気
な
現
職
党
首
を
辞
め
さ
せ
る
た
め
に
は
、
誰
で
も
よ
い
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
当
て
馬
」（stalking-horse

）
候
補
者

│
実
は

一
九
七
五
年
当
時
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
も
、
こ
う
し
た
経
緯
で
立
候
補
し
て
、
そ
の
後
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
て
つ
く
ら
れ
た
ブ
ー
ム
や
勢
い
で

当
選
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る

│
を
立
候
補
さ
せ
、
現
職
党
首
が
敗
れ
た
後
、
第
二
回
投
票
で
本
命
の
人
物
を
立
候
補
さ
せ
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
規
定
で
不
信
任
投
票
制
度
を
導
入
（
下
線
部
5
）
し
た
と
言
っ
て
も
、
従
来
の
不
明
瞭
な
制
度
を
単
純
に
明

確
化
し
た
に
過
ぎ
ず
、
逆
に
全
体
の
一
五
％
の
仲
間
を
集
め
る
だ
け
で
済
む
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
〇
三
）

ま
た
、
新
規
定
（
表
3
）
の
下
線
部
6
は
旧
規
定
の
下
線
部
1
同
様
に
、
事
実
上
秘
密
・
無
記
名
投
票
で
あ
る
た
め
、
造
反
者
の
コ
ス

ト
は
従
来
と
変
わ
ら
ず
、
処
分
さ
れ
る
恐
怖
を
味
わ
う
こ
と
は
（
少
な
く
と
も
理
論
上
は
）
少
な
い
た
め
、
基
本
的
に
挑
戦
し
や
す
い
ま
ま

で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、「
一
〇
％
」
か
ら
「
一
五
％
」
と
い
う
敷
居
の
引
き
上
げ
も
、
数
字
の
面
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
従
来
以
上
に

厳
し
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
造
反
の
勢
い
が
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
、
さ
ほ
ど

大
き
な
違
い
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
二
〇
〇
三
年
当
時
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
党
首
不
信
任
投
票
で
は
、
一
六
五
人
中

（「
二
四
・
七
五
」
人
以
上
を
必
要
と
す
る
「
一
五
％
」
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
）
二
五
人
の
党
下
院
議
員
が
、
当
時
の
一
九
二
二
年
委
員
長
ス
パ
イ

サ
ー
（M

ichael S
picer

）
宛
て
に
不
信
任
投
票
実
施
を
求
め
る
文
書
を
送
っ
て
い
た

（
19
）

。
し
た
が
っ
て
、
新
規
定
の
導
入
に
よ
っ
て
、
む
し

ろ
現
職
に
挑
戦
し
や
す
く
な
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
下
線
部
7
、
9
お
よ
び
10
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
現
職
党
首
側
か
ら
先
制
攻
撃
を
仕
掛
け
て
自
ら
の
安
全
を
守
る
「
武

器
」
と
し
て
活
用
で
き
な
く
も
な
い
た
め
、
現
職
党
首
に
有
利
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
例
え
ば
党
内
に
造
反
者
が
い
る
の
か

ど
う
か
分
か
り
に
く
い
状
況
で
あ
れ
ば
、
ま
し
て
、
党
内
に
不
満
が
生
じ
て
い
て
結
果
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
あ
る
な
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
墓
穴
を
掘
る
よ
う
な
「
賭
け
」
に
「
毎
年
」
出
て
い
く
党
首
な
ど

│
常
識
的
に
考
え
れ
ば

│
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。こ

う
し
て
制
度
面
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
党
内
改
革
（
党
内
民
主
化
）、
換
言
す
れ
ば
現
行
党
首
選
挙
制
度

の
導
入
は
、
一
見
党
内
民
主
化
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
質
的
に
は
「
党
員
の
間
に
永
年
溜
ま
っ
て
い
た
不
満
」
に
対
す
る
一
種
の
「
ガ
ス

抜
き
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
実
は
意
外
に
も
「
党
員
」
で
は
な
く
、「
党
下
院
議
員
た
ち
（
院
内
保
守
党
）」
が
堂
々
と
現
職
党

首
を
事
実
上
選
考
・
解
任
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て

八
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
〇
四
）

は
、
保
守
党
内
に
お
け
る
『
本
人
』
つ
ま
り
「
院
内
保
守
党
」
と
、
そ
の
『
代
理
人
』
で
あ
る
「（
公
選
）
党
首
」
と
の
葛
藤
な
い
し
複

雑
な
相
互
関
係
が
底
流
に
存
在
し
た
結
果
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、（
民
主
化
さ
れ
た
）
現
行
党
首
選
挙
制
度
、
換
言
す
れ
ば
ⓑ
の
党
首
直
接
選
挙
の
制
度
化
と
言
っ
て
も
、
保
守
党
の
場
合
、

党
首
に
と
っ
て
真
の
権
力
資
源
に
な
り
得
る
万
能
装
置
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
仮
に
そ
れ
が
保
守
党
党
首
の
権
力
資
源
に
な
り

得
る
場
合
で
も
、
党
首
の
イ
メ
ー
ジ
や
好
景
気
な
ど
に
伴
う
高
支
持
率
維
持
と
い
っ
た
「
偶
然
的
要
因
」
に
、
か
な
り
左
右
さ
れ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
イ
グ
や
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
に
比
べ
、
野
党
党
首
時
代
に
そ
の
雰
囲
気
や
メ
デ
ィ
ア
対
策
な
ど
の
お
か
げ

で
比
較
的
高
い
支
持
率
を
誇
っ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
党
内
構
造
や
現
状
を
否
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、「
実
は
常
に
党
首
不
信
任
と
い
う
刃
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
抱
え
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
」
と
い
う
新
た
な
観

点
に
基
づ
き
、
彼
の
党
内
権
威
や
権
力
資
源
、
あ
る
い
は
自
主
性
な
ど
に
関
係
す
る
主
な
言
動
と
事
例
を
再
解
釈
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。⑷　

キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威
と
院
内
保
守
党

キ
ャ
メ
ロ
ン
が
党
首
に
選
出
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
保
守
党
党
首
選
挙
結
果
は
、
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
抗
馬
と
な
っ
た
党
内
右
派
の
デ
ー
ヴ
ィ
ス
（D

avid D
avis

）
や
同
じ
右
派
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
（L

iam
 F

ox

）
に
対
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、

党
内
左
派
・
右
派
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
避
け
て
「
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
」
と
称
し
て
い
た
。
今
や
党
内
「
絶
滅
危
惧
種
」
と
も
言
う
べ
き
親
欧

州
派
で
知
ら
れ
る
重
鎮
ク
ラ
ー
ク
（K

enneth C
larke

）
は
、
一
応
党
内
「
左
派
」
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
残
り
三
人
は
、
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
全
員
欧
州
懐
疑
派
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
少
数
派
な
が
ら
確
固
た
る
党
内
若
手
モ
ダ
ナ
イ

八
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
〇
五
）

ザ
ー
議
員
グ
ル
ー
プ
を
基
盤
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
途
中
か
ら
「
久
し
ぶ
り
に
労
働
党

か
ら
政
権
を
奪
回
で
き
そ
う
な
」
党
首
候
補
と
し
て

│
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の
評
価
を
通
じ
て

│
党
員
や
党
下
院
議
員
な
ど
か
ら
認
識
さ
れ
た
た
め
、
比
較
的
後
か
ら
徐
々
に
抬
頭
し
て
き
た

本
命
候
補
者
と
も
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、「
他
に
支
持
し
た
い
候
補
者
が
い
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
親
欧

州
派
候
補
者
の
当
選
を
阻
止
す
る
た
め
、
仕
方
な
く
消
去
法
で
担
い
だ
結
果
選
出
さ
れ
た
」、
例

え
ば
メ
ー
ジ
ャ
ー
や
ヘ
イ
グ
、
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
デ
フ
ォ
ル
ト

（default

）
党
首

（
20
）

」
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
党
内
支
持
基
盤
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら
強
固
で
安

定
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
（
と
り
わ
け
院

内
保
守
）
党
内
で
の
権
威
や
権
力
資
源
、
自
主
性
な
ど
の
強
弱
は
、
野
党
党
首
と
い
う
立
場
で
あ

れ
「
首
相
」
と
い
う
立
場
で
あ
れ
、
ひ
と
え
に
「
偶
然
的
要
因
」、
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
に

対
す
る
個
人
的
人
気
に
伴
い
保
守
党
に
対
す
る
高
い
世
論
調
査
支
持
率
（
常
に
労
働
党
の
そ
れ
を
上

回
っ
て
い
る
こ
と
）
が
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
、
政
権
獲
得
維
持
へ
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
で
い

ら
れ
る
か
ど
う
か
、
な
ど
の
点
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
見
地
か
ら
、「
野
党
党
首
あ
る
い
は
首
相
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
権
威
と
自
主
性
に

つ
い
て
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
形
成
と
い
う
事
例
を
通
じ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung P

arliam
ent

）
に
基
づ

表 4　2005年イギリス保守党党首選挙結果（票）

予備選挙結果（党下院議員） 決選投票結果（党員） 得票率

第 1 回 第 2 回

キャメロン 56 90 134,446 68％

デーヴィス 62 57 　64,398 32％

フォックス 42 51 （除外）

クラーク 38 （除外）

計 198 198 198,844

出典　＜http://www.conservatives.com/＞ほか。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
〇
六
）

く
自
民
党
と
の
連
立
に
関
し
て
は
、
党
首
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
巧
み
な
党
内
操
縦
が
注
目
さ
れ
る
。
連
立
交
渉
当
時
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
党
の
幹

部
議
員
や
一
般
議
員
に
対
し

│
内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
実
に
疑
わ
し
い
の
だ
が

│
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
労

働
党
は
自
民
党
と
連
立
を
組
む
目
的
で
、
国
民
投
票
抜
き
の
選
択
投
票
制
（alternative vote system

）
導
入
を
自
民
党
に
提
案
す
る
よ
う

だ
。
連
立
政
権
形
成
後
、
小
選
挙
区
制
の
代
替
案
と
し
て
選
択
投
票
制
を
国
民
投
票
に
か
け
た
い
と
す
る
わ
が
党
の
、
自
民
党
と
の
連
立

プ
ラ
ン
に
諸
君
が
反
対
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
労
働
党
と
自
民
党
プ
ラ
ス
そ
の
他
の
進
歩
派
連
立
政
権
が
成
立
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、

国
民
投
票
も
実
施
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
選
択
投
票
制
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」。
自
民
党
と
の
連
立
を
協
議
す
る
保

守
党
内
会
合
で
は
、
予
想
ど
お
り
一
握
り
の
右
派
議
員
が
異
議
を
唱
え
た
も
の
の
、
党
首
か
ら
こ
の
よ
う
に
説
得
さ
れ
て
は
大
半
の
保
守

党
議
員
も
自
民
党
と
の
連
立
に
従
う
以
外
な
く
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
提
案
、
す
な
わ
ち
自
民
党
と
の
完
全
連
立
案
は
、
も
は
や
既
成
事
実
に

近
い
形
で
党
内
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

（
21
）

。

つ
ま
り
、
保
守
党
と
自
民
党
と
の
連
立
は
、
事
実
上
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
彼
に
比
較
的
近
い
幹
部
議
員
（
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
た
ち
）
主

導
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
部
を
除
け
ば
、
一
般
議
員
は
も
ち
ろ
ん
幹
部
議
員
で
す
ら
、
こ
の
流
れ
に
口
を
は
さ
み
に
く
い
状
況

を
党
首
自
ら
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
連
立
合
意
が
自
民
党
も
含
め
両
党
上
層
部
の
み
の
現
象
で
あ

り
、
保
守
党
で
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
自
ら
が
軸
と
な
っ
て
、
ほ
ぼ
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
形
で
連
立
政
権
の
形
成
に
至
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
そ
れ
な
り
に
自
主
的
な
大
統
領
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
見
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
側
面
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
リ
ー
（S

im
on L

ee

）
の
見
解
に
従

え
ば
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
形
成
を
通
じ
て
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
の
保
守
党
首
脳
の
失
策
（
単
独
過
半
数
議
席
獲
得
に
失
敗
し
た
こ

八
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と
）
を
、
党
内
右
派
な
ど
一
部
の
不
満
分
子
（
元
デ
ー
ヴ
ィ
ス
陣
営
議
員
な
ど
）
で
さ
え
忘
れ
て
し
ま
え
る
よ
う
に
な
っ
た

（
22
）

か
ら
で
あ
る
。

特
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
自
民
党
と
の
連
立
は
、
自
身
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
強
化
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
政
策
面
で
の
失
敗
や
党
内
改
革
（
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
な
ど
に
対
す
る
党
内
か
ら
の
批
判
を
、「
自
民
党
と
の
連
立
」

の
せ
い
に
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
党
内
か
ら
の
批
判
や
不
満
へ
の
対
応
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
に
対
す
る
保
守
党
一
般
議
員
の

不
満
は
、
過
半
数
議
席
を
取
り
損
ね
た
た
め
自
民
党
と
連
立
を
組
ま
ざ
る
を
得
ず
、
結
果
的
に
閣
僚
・
大
臣
ポ
ス
ト
の
配
分
が
減
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
自
民
党
と
の
連
立
に
よ
っ
て
「
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
」
政
策
ま
で
実
現
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ら

二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
挙
党
体
制
確
立
を
目
標
と
し
て
（
真
の
狙
い
は
、
右
派
の
多
い
一
般
議
員
の
発
言
力
を
少
し
で
も
弱
め
る
た
め
）、
前
述
し

た
一
九
二
二
年
委
員
会
の
意
思
決
定
に

│
本
来
出
席
不
可
能
な

│
閣
僚
・
大
臣
な
ど
幹
部
議
員
も
参
加
し
て
投
票
で
き
る
よ
う
「
改

革
」（
党
内
民
主
化
？
）
す
る
こ
と
で
、
同
委
員
会
を
よ
り
オ
ー
プ
ン
な
も
の
に
し
た
い
と
提
案
し
、
党
首
と
し
て
な
か
ば
ゴ
リ
押
し
し
て

そ
れ
を
無
理
矢
理
成
立
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
連
立
政
権
成
立
後
の
二
〇
一
〇
年
五
月
二
六
日
に
行
わ
れ
た
一
九
二
二
年
委
員

長
選
挙
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
推
す
新
委
員
長
候
補
者
（
党
下
院
一
般
議
員
）
が
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
改
革
」
に
反
対
す
る
新
委
員
長
候
補
者

（
同
）
に
「
八
五
対
一
二
六
」
で
敗
れ
る
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
強
引
と
も
言
え
る
や
り
方
と
、
一
般
議
員
と
し

て
の
既
得
権
を
奪
う
提
案
に
反
発
し
た
多
く
の
一
般
議
員
た
ち
の
不
満
が
、
こ
の
一
九
二
二
年
委
員
長
選
挙
で
爆
発
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
に
対
す
る
潜
在
的
な
党
内
不
満
分
子
の
存
在
を
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

八
九
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そ
れ
ゆ
え
、
既
述
の
よ
う
に
、
元
々
党
内
基
盤
が
盤
石
と
は
言
え
な
い
キ
ャ
メ
ロ
ン
ら
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
多
少
保
守
党
寄
り
に
な
っ
た
（
従
来
以
上
に
右
傾
化
し
た
）
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
存
在
な
ら
び
に
自
民
党
と
の
連
立
に

は
、「
お
膝
元
」
か
ら
の
批
判
や
、
い
つ
で
も
可
能
な
「
党
首
降
ろ
し
」
か
ら
身
を
護
る
こ
と
の
で
き
る
、
一
種
の
「
防
壁
効
果
」
と
し

て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
か
ら
す
れ
ば
「
伝
家
の
宝
刀
」
を
放
棄
し
て
ま
で
「
五
年
間
の
解
散
総
選
挙
を
封
印
す
る
（
二
〇
一
五

年
の
任
期
満
了
ま
で
、
解
散
・
総
選
挙
は
行
わ
な
い
と
す
る
）」
法
律
案
を
、
保
守
党
＝
自
民
党
連
立
政
権
は
、
合
意
の
う
え
で
早
々
と
成
立
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
あ
え
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
三
年
ぶ
り
に
獲
得
し
た
「
大
事
な
」
政
権
を
最
低
五
年
間

は
維
持
す
る
こ
と
で
、
先
手
を
打
っ
て
党
内
か
ら
の
造
反
を
封
じ
込
め
た
と
解
釈
す
れ
ば
一
応
説
明
が
つ
く
。
因
み
に
、
二
〇
一
四
年
一

月
現
在
、
深
刻
な
党
内
分
裂
や
、
二
〇
〇
三
年
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
元
党
首
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
降
ろ
し
」
の

動
き
は
、
今
の
と
こ
ろ
本
格
化
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
番
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
連
立
と
い
う
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
個
人
的
人
気
も
手
伝
っ
て
保
守
党
が
一
三
年
ぶ
り
に
「
政
権
」
に
返
り
咲
き
、
結
果
と
し
て
五
年
間
の
政
権
が
保
証

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
形
成
・
維
持
、
そ
し
て
、
法
律
に
基
づ
く
五
年
間
の
解
散
総
選
挙
封
印
は
、
い
ず
れ
も
共

通
の
目
的
が
あ
り
、
保
守
「
党
」
と
い
う
よ
り
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
と
そ
の
党
内
権
威
、
権
力
資
源
や
自
主
性
の
増
大
に
と
っ
て

事
実
上
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
そ
こ
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
は
、「
党
首

降
ろ
し
」
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
時
で
も
事
実
上
可
能
と
な
っ
た
現
行
党
首
選
挙
制
度
（
新
規
定
）
の
存
在
と
、
党
内
少
数
派
を
基
盤
と

す
る
た
め
、
自
ら
の
政
権
を
一
日
で
も
長
く
維
持
し
て
い
く
必
要
性
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
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内
権
威
や
自
主
性
は
、
前
任
党
首
た
ち
に
比
べ
る
と
「
偶
然
的
要
因
」
の
お
か
げ
で
相
対
的
に
強
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
伝
統
的

党
内
構
造
の
ほ
か
、
現
時
点
で
は
自
民
党
と
の
連
立
に
依
存
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、「
大
統
領
制
化
」
し
た
状
況
に
あ
る
と
は
と
て
も

言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
党
内
改
革
と
、
そ
れ
に
伴
う
現
行
党
首
選
挙
制
度
や
自
民
党
と
の
連
立
だ
け
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党

内
権
威
や
、
そ
の
自
主
性
の
性
質
・
行
方
を
捉
え
る
の
は
禁
物
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
二
〇
〇
五
年
当
時
「
久
し
ぶ
り
の
政
権
奪

回
が
可
能
な
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
登
場
」
と
、
そ
の
人
気
や
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
世
論
の
支
持
に
メ
デ
ィ
ア
が
注
目
し
た
結
果
、
選
挙

過
程
な
ど
の
点
で
、
党
首
の
自
主
性
が
あ
る
程
度
高
め
ら
れ
た
（
よ
う
に
見
え
た
）
に
過
ぎ
な
い
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
守
党
内
の
伝
統
的
構
造
、
換
言
す
れ
ば
保
守
党
の
場
合
、「
党
員
」
と
い
う
よ
り
「
党
下
院
議
員
た
ち
（
院
内
保
守

党
）」
と
の
関
係
を
通
じ
て
、
党
首
の
権
威
や
自
主
性
そ
し
て
権
力
資
源
す
ら
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
伝
統
的
体
質
は
、
キ
ャ
メ
ロ

ン
党
首
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
根
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
結　

論

近
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
に
つ
い
て
、
中
・
長
期
的
な
「
構
造
的
要
因
」
の
側
面
か
ら
「
執
政
府
」
内
部
と
「
選
挙
過

程
」
全
般
と
を
見
て
み
る
と
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ
レ
ア
同
様
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化

（
23
）

な
い
し
人
格
化
の
一
部
と
見

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
詳
細
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
三
人
の
共
通
点
と
し
て
「
長
年
の
野
党
暮
ら
し
を

経
て
、
よ
う
や
く
政
権
奪
回
を
実
現
す
る
可
能
性
が
近
づ
い
て
き
た
時
期
に
、
何
ら
か
の
『
改
革
』
を
掲
げ
て
華
々
し
く
登
場
し
て
き
た

党
首
」
だ
っ
た
と
い
う
事
実
（
政
治
的
文
脈
・
偶
然
的
要
因
）
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
個
性
や
イ
メ
ー
ジ
が
テ

八
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レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
動
画
な
ど
を
通
じ
て
注
目
の
対
象
と
な
り
続
け
た
結
果
、
相
対
的
に
「
人
格
化
」
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や

「
個
人
中
心
型
」
政
治
と
い
う
評
価
・
展
開
も
生
じ
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
他
方
で
、「
政
党
」
内
部
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
（
院
内
）
保
守
党
と
の
関
係
を
見
た
場
合
、

一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
改
革
に
よ
っ
て
「
党
内
民
主
化
」
が
進
展
し
、
同
時
に
「
現
職
党
首
降
ろ
し
」
も
相
対
的
に
難
し
く
な
っ
た
よ
う
に

見
え
て
も
、
実
は
現
行
保
守
党
党
首
選
挙
制
度
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
有
効
な
党
内
権
力
資
源
に
な
り
得
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
自
民
党
と
の
「
連
立
」
の
お
か
げ
で

│
五
年
間
と
い
う
最
低
限
の
保
証
付
き
と
い
う
形
で

│
政
権
を
維

持
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
不
可
能
に
な
っ
た
り
、
世
論
調
査
で
の
高
い
支
持
率
や
各
種
選
挙
で
の
保
守
党
勝
利
と

い
っ
た
「
国
民
か
ら
の
高
評
価
」
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
た
場
合
、
院
内
保
守
党
す
な
わ
ち
保
守
党
下
院
議
員
た
ち
（
と
り
わ
け

そ
の
多
数
を
占
め
る
「
右
派
」
議
員
た
ち
）
の
造
反
を
招
く
危
険
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
が
そ
の
個
人
的
な
人
気
を
存
分
に
活
用
し
、
党
内
で
自
主
性
を
あ
る
程
度
発
揮
で
き
た
と
し
て
も
、

党
首
選
挙
制
度
の
内
容
や
、
自
民
党
と
の
連
立
の
意
義
と
い
う
現
実
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
党
内
権
威
は
基
本
的
に
不
安
定
で
傷
つ

き
や
す
い
ま
ま
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
む
し
ろ
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威
や
自
主
性
の
行
方
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
同
様
、
例
え

ば
、
失
策
や
混
乱
に
伴
う
野
党
・
労
働
党
の
自
滅
、
あ
る
い
は
保
守
党
の
次
期
総
選
挙
単
独
勝
利
と
い
っ
た
何
ら
か
の
「
偶
然
的
要
因
」

（
特
に
政
治
的
文
脈
）
に
、
想
像
以
上
に
左
右
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
ら
は
、
今
日
の
選
挙
上
の
要
請
も
含
め
て
「
保
守
党
党
首
は
党
内
で
常
に
相
当
な
自
主
性
を
大
い
に
享
受
し
て
き
た
し
、

そ
れ
を
今
で
も
享
受
し
続
け
て
い
る

（
24
）

」
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
公
式
上
、
党
内
政
策
の
決
定
権
や
人
事
権
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
党
首
権

力
の
「
源
泉
」
は
、
党
内
構
造
か
ら
す
れ
ば
従
来
ど
お
り
、
院
内
保
守
党
と
の
良
好
な
関
係
に
依
存
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

八
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こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
党
首
就
任
当
時
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
」
の
申
し
子
の
よ
う
に
見
え
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
、
保

守
「
党
内
」
で
の
権
威
や
自
主
性
に
関
し
て
は
、
新
た
に
党
首
選
挙
権
を
付
与
さ
れ
た
「
党
員
」
と
い
う
よ
り
、「
党
下
院
議
員
た
ち

（
院
内
保
守
党
）」
と
の
相
互
信
頼
関
係
に
、
あ
る
い
は
、
自
分
に
有
利
に
作
用
す
る
「
偶
然
的
要
因
」
と
そ
の
演
出
に
相
当
左
右
さ
れ
や

す
く
、
ま
た
そ
れ
ら
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
・
首
相
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
的
リ
ー
ダ
ー
に
近
づ
い
た
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。

ま
た
、
保
守
党
内
構
造
の
特
徴
を
強
調
し
た
場
合
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
並
み
に
変
化
し
た

と
断
言
す
る
こ
と
も
、
基
本
的
に
（
現
時
点
で
は
）
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

政
治
の
「
大
統
領
制
化
」
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
「
人
格
化
」、
あ
る
い
は
首
相
の
「
大
統
領
化
」
に
関
す
る
違
い
や
区
別
は
曖
昧
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
政
治
現
象
を
便
宜
上
「
大
統
領
制
化
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
2
） R

ichard H
eff ernan and P

aul W
ebb, “T

he B
ritish P

rim
e M

inister: M
uch M

ore T
han ‘F

irst A
m
ong E

quals’”, in T
hom

as 

P
oguntke and P

. W
ebb 

（eds.

）, T
h

e P
resid

en
tialization

 of P
olitics  A

 C
om

parative S
tu

d
y of M

od
ern

 D
em

ocracies 

（O
xford: 

O
xford U

niversity P
ress

） 2005, p. 56.

（
3
） 

Ibid., pp. 26-27.

（
4
） 

Ibid
., p. 27.

（
5
） 

Ibid., p. 55.

（
6
） 
Ibid., pp. 55-56.

（
7
） T

. P
oguntke and P

. W
ebb, “T

he P
residentialization of P

olitics in D
em

ocratic S
ocieties: A

 F
ram

ew
ork for A

nalysis”, op. 

cit., p. 16.

八
九
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
一
二
）

（
8
） 

渡
辺
容
一
郎
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
八
二
│
八
五
頁
、
九
〇
│
九
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） R

. H
eff ernan and P

. W
ebb, op. cit., p. 44.

（
10
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、T

. P
oguntke and P

. W
ebb, op. cit., p. 16 

（
図
1
．
3
）
を
参
照
。

（
11
） 
渡
辺
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
12
） T

. P
oguntke and P

. W
ebb, op. cit., p. 20.

（
13
） 

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ⓒ
…
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（
早
川
崇
・
三
澤
潤
生
訳
）『
英
国
の
政
党　

上
巻
』
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
。

ⓓ
…
渡
辺
、
前
掲
書
、
一
八
一
│
二
〇
一
頁
。

ⓔ
… 

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
小
笠
原
欣
幸
訳
）『
自
由
経
済
と
強
い
国
家　

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
政
治
学
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
〇
年
。

（
14
） 

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ー
チ
ャ
ー
（
永
井
淳
訳
）『
め
ざ
せ
ダ
ウ
ニ
ン
グ
街
一
〇
番
地
』
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
、
八
頁
。

（
15
） R

. H
eff ernan and P

. W
ebb, op. cit., p. 45.

（
16
） 

Ibid., p. 46.

（
17
） 

Ibid., pp. 45-46.

（
18
） T

hom
as Q

uinn, E
lectin

g an
d

 E
jectin

g P
arty L

ead
ers in

 B
ritain 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2012, pp. 98-99.

（
19
） 

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
九
日
に
実
施
さ
れ
た
当
時
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
党
首
（
不
）
信
任
投
票
の
結
果
は
、
解
任
賛
成
（
不
信
任
）
…
九
〇
票
、

解
任
反
対
（
信
任
）
…
七
五
票
と
な
り
、
解
任
が
決
定
し
た
。Ibid., p. 123.

（
20
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
容
一
郎
『
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
』
北
樹
出
版
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
21
） D

ennis K
avanagh and P

hilip C
ow

ley, T
h

e B
ritish

 G
en

eral E
lection

 of 2010 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2010, pp. 

213-217.

（
22
） S

im
on L

ee, “‘W
e A

re A
ll in T

his T
ogether’: T

he C
oalition A

genda for B
ritish M

odernization”, in S
. L

ee and M
att B

eech 

八
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
一
三
）

（eds.

）, T
h

e C
am

eron

│C
legg G

overn
m

en
t C

oalition
 P

olitics in
 an

 A
ge of A

u
sterity 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2011, 

pp. 9-10, p. 13.
（
23
） 
政
治
の
「
大
統
領
（
制
）
化
」「
人
格
化
」
あ
る
い
は
「
ア
メ
リ
カ
化
」
と
い
う
概
念
規
定
の
問
題
点
や
将
来
的
な
区
別
・
細
分
化
の
可
能
性

に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
高
安
健
将
「
英
国
政
治
に
お
け
る
人
格
化
と
集
権
化
│
大
統
領
制
化
論
の
再
検
討
│
」『
日
本
選
挙
学
会
年
報　

選

挙
研
究
』N

o. 26-1

、
日
本
選
挙
学
会
／
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
の
こ
と
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
人
格
化
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
た
ち
の
一
部
は
、
そ
れ
は
「
ア
メ
リ
カ
化
」
と
い
う
も
っ
と
一
般
的
な
文

化
上
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
党
首
に
対
す
る
有
権
者
の
認
識
や
判
断
が
、
近
年
の
総
選
挙
で
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て

き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
党
首
の
重
要
性
が
増
大
し
た
の
は
、
情
報
伝
達
を
一
日
中
可
能
に
し
た
メ
デ
ィ
ア
す
な
わ
ち

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
、
セ
レ
ブ
リ
テ
ィ
文
化
の
時
代
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

C
f. P

eter D
orey, M

ark G
arnett and A

ndrew
 D

enham
, F

rom
 C

risis to C
oalition

  T
h

e C
on

servative P
arty, 1997-2010 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan
） 2011, p. 163.

（
24
） R

. H
eff ernan and P

. W
ebb, op. cit., p. 48.

﹇
付
記
﹈　 

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
論
文
（
未
定
稿
）「
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
ア
メ
リ
カ
化
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
」
に

一
部
加
筆
・
修
正
し
た
内
容
で
あ
る
。
学
会
報
告
で
は
、
多
く
の
会
員
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。
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